
特定非営利活動法人青少年自立援助センター 

理事会の運営規程 

 

（種別及び定数） 

 この法人に、次の役員を置く。 

   （１）理事 ９人以上１５人以内 

   （２）監事 １人 

 

（選任等） 

 理事及び監事は、総会において選任する。 

  ２ 理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。 

   （１）理事長 １人 

   （２）専務理事 １人 

      （３）常務理事 １人以上３人以内 

  ３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内   

の親族が１人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内   

の親族が役員の総数の３分の１を超えて含まれることになってはならない。 

  4 他の同一の団体の理事である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事

の合計数が理事の総数の 3分の 1を超えてはならない。 

  5 法第２０条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることがで   

きない。 

  6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 

 

（職務） 

 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

  ２ 専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠け    

たときは、その職務を代行する。 

  ３ 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を分担して処理する。 

  ４ 理事は、理事会を構成し、法令並びにこの定款及び総会の議決に基づき、こ    

の法人の業務を執行する。 

  ５ 監事は、次に掲げる職務を行う。 

   （１）理事の業務執行の状況を監査すること。 

   （２）この法人の財産の状況を監査すること。 

   （３）前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し、不正       

の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合

には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 



   （４）前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

   （５）理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見      

を述べること。 

 

（任期等） 

 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

  ２  補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者     

又は現任者の任期の残存期間とする。 

  ３ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その    

職務を行わなければならない。 

 

（欠員補充） 

 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補

充しなければならない。 

 

（解任） 

 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができ

る。 

   （１）心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。 

   （２）職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

  ２ 前号の規定により、役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に   

弁明の機会を与えなければならない。 

 

（報酬等） 

 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。 

  ２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

  ３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。 

 

 

（理事会の構成） 

 理事会は、理事をもって構成する。 

 

（理事会の権能） 

 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

   （１）総会に付議すべき事項 

   （２）総会の議決した事項の執行に関する事項 



   （３）その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

 

（理事会の開催） 

 理事会は、次に掲げる場合に開催する。 

    （１）理事長が必要を認めたとき。 

    （２）理事総数の３分の１以上から理事会の目的である事項を記載した書面       

により招集の請求があったとき。 

 

（理事会の招集） 

 理事会は、理事長が招集する。 

  ２ 理事長は、前条第２号の場合にはその日から１０日以内に理事会を招集しな    

ければならない。 

  ３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した   

書面により、開催日の少なくとも３日前までに通知しなければならない。 

 

（理事会の議長） 

 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 

 

（理事会の議決） 

 理事会における議決事項は、第３２条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。 

  ２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長   

の決するところによる。 

 

（理事会の表決権等） 

 各理事の表決権は、平等なるものとする。 

  ２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事

項について書面をもって表決することができる。 

  ３ 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第１項の適用については、   

理事会に出席したものとみなす。 

  ４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に   

加わることができない。 

 

（理事会の議事録） 

 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

   （１）日時及び場所 



   （２）理事総数、出席者及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨付記      

すること。） 

   （３）審議事項 

   （４）議事の経過の概要及び議決の結果 

   （５）議事録署名人の選任に関する事項 

  ２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が   

記名押印又は署名しなければならない。 

 

 

付 則 

この規程は、令和 1年 9月 1 日より施行する。 

 


